
Information

介
護
予
防

町総合保健福祉センター　TEL096‒235‒8711

■
は
つ
ら
つ
リ
ハ
ビ
リ
教
室
を
開
催
し

　
て
い
ま
す

　

町
で
は
、『
は
つ
ら
つ
リ
ハ
ビ
リ
教
室
』

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
教
室
は
、
住

み
慣
れ
た
地
域
で
い
き
い
き
と
自
分
ら
し

い
暮
ら
し
を
続
け
、
要
介
護
状
態
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
自
身
の
体
の
状
態
を
改
善

す
る
た
め
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
最
近
、

足
腰
が
弱
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
方
や
、

入
院
生
活
で
体
力
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
と

い
う
方
に
、
特
に
お
す
す
め
の
教
室
で
す
。

▼
開
催
日
時

　

毎
週
水
曜
日　

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
前
11
時
30
分

▼
会
場

　

町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者

　

65
歳
以
上
の
方
で
、

•

要
支
援
１
・
２
の
介
護
認
定
を
受
け
て
い

　

る
方

•

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当
者

※
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
は
、
介
護
予

　

防
の
支
援
が
必
要
か
ど
う
か
を
調
べ
る

　

た
め
の
質
問
票
（
全
国
統
一
様
式
）
の

　

こ
と

▼
定
員

　

30
人

▼
申
し
込
み
期
間
ま
た
は
期
限

　

随
時
受
付
中

▼
参
加
料

　

１
回
３
０
０
円

▼
内
容

・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
が
、
自

　

宅
で
で
き
る
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
体

　

操
な
ど
の
指
導
を
行
い
ま
す
。

・
口
腔
に
関
す
る
こ
と
や
栄
養
に
関
す
る

　

こ
と
の
講
義
・
指
導
も
月
に
１
回
行
い

　

ま
す
。

・
教
室
へ
は
16
回
参
加
し
て
い
た
だ
き
、

　

教
室
卒
業
と
な
り
ま
す
が
、
自
宅
で
で

　

き
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
学
べ
る
た

　

め
、
参
加
者
に
好
評
で
す
。

▼
特
記
事
項

　

交
通
手
段
が
な
い
方
又
は
来
所
困
難
な

方
は
、
送
迎
も
あ
り
ま
す
。

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

教
室
へ
の
参
加
申
し
込
み
や
詳
し
い
内

容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
町
総
合
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
ま
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

健
診

町住民生活課　TEL096‒234‒1113（内線106）　町総合保健福祉センター　TEL096-235-8711

■
町
の
健
診
で
自
分
の
身
体
の
状
態

　
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

健
診
は
、
自
分
で
は
気
付
く
こ
と
の

で
き
な
い
身
体
の
状
態
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
大
切
な
機
会
で
す
。
毎
年

受
診
す
る
こ
と
で
自
分
の
健
康
状
態
の

変
化
を
確
認
で
き
る
な
ど
、
健
診
に
は

た
く
さ
ん
の
「
メ
リ
ッ
ト
」
が
あ
り
ま

す
。

　

町
で
は
、
7

月
か
ら
町
総
合
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
で
、
特
定
健
診
、
若
者
健

診
、
後
期
高
齢
者
健
診
な
ど
の
各
種
健

診
を
実
施
し
ま
す
。

　

健
診
の
お
申
し
込
み
が
ま
だ
お
済
み

で
な
い
方
も
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

個
人
負
担
も
少
な
く
て
済
む
町
の
健

診
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

■
町
が
実
施
す
る
健
診
に
つ
い
て

●
特
定
健
診
・
若
者
健
診

▼
実
施
期
間

　

7

月
6

日
（
金
）
〜
7

月
12

日
（
木
）

 

▼
対
象
者

　

本
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
20

〜
74

歳
ま
で
の
人 

▼
個
人
負
担
金

　

１
，
０
０
０
円

▼
健
診
内
容

　

体
格
検
査
、
血
液
検
査
、
尿
検
査
、

血
圧
測
定
、
心
電
図
検
査
、
医
師
の
診

察
な
ど 

●
後
期
高
齢
者
健
診 

▼
実
施
期
間

　

8

月
16

日
（
木
）
〜
8

月
18

日
（
土
）

 

▼
対
象
者

　

75

歳
以
上
の
人
お
よ
び
一
定
の
障
害

が
あ
る
65

歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者

▼
個
人
負
担
金

　

８
０
０
円

▼
健
診
内
容

　

体
格
検
査
、
血
液
検
査
、
尿
検
査
、

血
圧
測
定
、
心
電
図
検
査
、
医
師
の
診

察
な
ど 

※
各
種
健
診
と
併
せ
て
「
が
ん
検
診
」

　

も
実
施
し
ま
す
が
、
検
査
の
種
類
に

　

よ
り
対
象
年
齢
と
個
人
負
担
金
が
異

　

な
り
ま
す
。

７月から町の各種
健診を実施します

健 診 は 健 康 づ く り の 第 一 歩 で す

はつらつリハビリ教室
に参加しませんか

教室に参加して自身の体を改善しましょう
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町からのお知らせ　【６月】

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096‒234‒1113（内線104）

■
国
民
年
金
後
納
制
度
で
将
来
の

　
年
金
受
け
取
り
額
を
増
や
せ
ま
す

　

国
民
年
金
後
納
制
度
と
は
、
時
効
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
民
年

金
保
険
料
に
つ
い
て
、
平
成
30

年
９
月

ま
で
の
期
間
に
限
り
、
過
去
５
年
分
ま

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
年

金
額
が
増
え
た
り
、
納
付
し
た
期
間
が

不
足
し
て
年
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た

方
が
年
金
受
給
資
格
を
得
ら
れ
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
５
年
間
に
納
め
忘
れ
の
保
険
料

が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
後
納
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
年
金
加
入

者
ダ
イ
ヤ
ル
ま
た
は
熊
本
東
年
金
事
務

所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
過
去
５
年
と
は
、
納
め
よ
う
と
す
る

　

月
前
５
年
以
内
の
期
間
で
す
。

▼
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

①
20

歳
以
上
60

歳
未
満
の
方
で
、
５
年

　

以
内
に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
免
除
以

　

外
）
や
未
加
入
期
間
が
あ
る
方

②
60

歳
以
上
65

歳
未
満
の
方
で
、
①
の

　

期
間
の
ほ
か
任
意
加
入
中
に
納
め
忘

　

れ
の
あ
る
方

③
65

歳
以
上
の
方
で
、
老
齢
年
金
の
受

給
資
格
が
な
く
任
意
加
入
中
の
方
な
ど

※
60

歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

　

取
ら
れ
て
い
る
方
は
、
申
し
込
み
で

　

き
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

●
年
金
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

TEL
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

　

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け

に
な
る
場
合
は
、
次
の
番
号
に
お
掛
け

く
だ
さ
い
。

　

 

TEL
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

・
月
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30

分
〜
午
後
７
時

 

・
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
基
礎
年
金

　

番
号
が
分
か
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ

　

さ
い
。

※
祝
日
（
第
２
土
曜
日
は
除
く
）
、
12

　

月
29

日
〜
１
月
３
日
は
ご
利
用
で
き

　

ま
せ
ん
。

●
熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国民年金保険料の納め
忘れはありませんか

詳しくは町住民生活課にお問い合わせください

税

町税務課　TEL096‒234‒1112 （内線115）　

納付書
発行月

納付期限
固定資産税

軽自動車税
町民税

（普通徴収）

国民健康保険税

４期 10期 普通徴収 特別徴収

４月 ５月１日（火） 第１期 第１期

５月 ５月31日（木） 全期

６月 ７月２日（月） 第１期 第１期 第１期 第２期

７月 ７月31日（火） 第２期 第２期 第２期 第２期

８月 ８月31日（金） 第３期 第３期 第３期 第３期

９月 10月１日（月） 第４期 第４期 第４期

10月 10月31日（水） 第５期 第５期 第５期 第４期

11月 11月30日（金） 第６期 第６期 第６期

12月 12月20日（木） 第３期 第７期 第７期 第７期 第５期

１月 １月31日（木） 第８期 第８期 第８期

２月 ２月28日（木） 第４期 第９期 第９期 第９期 第６期

３月 ４月１日（月） 第10期 第10期 第10期

■平成30年度　甲佐町税納期限のお知らせ

・口座振替を申し込まれる方は、毎月28日（12月は除く）に引き落とされますので残高の確認をお願いします。（28
　日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日）
・12月は納期限12月20日（木）・口座振替日12月18日（火）になります。
・特別徴収（町県民税・国民健康保険税）は年金からの天引きになりますので、納付書は発送されません。
・固定資産税の４期割は法人および町内に住所を有しない個人の方、共有名義で固定資産を所有している方が対象です。
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